
一
頁

政
令
第
百
十
三
号

地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
附
則
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
四
条
第

一
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
、
第
五
十
条
第
四
項
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
六
条
第
一
項

、
第
二
項
、
第
六
項
、
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
及
び
第
十
四
項
並
び
に
第
五
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に

基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
十
一
条
を
加
え
る
。

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
雑
損
控
除
額
の
特
例
の
対
象
と
な
る
雑
損
失
の
範
囲
等
）

第
二
十
四
条

法
附
則
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
支
出
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
七
条
の
十
三
の

三
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
支
出
の
う
ち
法
附
則
第
四
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
告
書
（
市
町
村
長

が
当
該
申
告
書
に
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由

が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
道
府
県
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
た
時
後
に
提
出
さ
れ
た
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項



二
頁

若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
法
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
の
確
定
申
告
書
を
含
む
。
）
又
は
前
年
分
の
所
得

税
に
係
る
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十

九
号
。
以
下
「
震
災
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
修
正
申
告
書
若
し
く
は
更
正
請
求
書
）
の
提
出
の

日
の
前
日
ま
で
に
し
た
も
の
と
す
る
。

２

法
附
則
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
第
七
条
の
十

三
の
三
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
前
年
中
に
お
け
る
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
」
と

あ
る
の
は
、
「
附
則
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
す
る
。

３

第
七
条
の
十
三
の
四
の
規
定
は
、
法
附
則
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
損
失
金
額
（
次
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及

び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
特
例
損
失
金
額
」
と
い
う
。
）
を
計
算
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４

法
附
則
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
道
府
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
の
同
項
の
規
定
に
よ
り
適

用
さ
れ
る
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
た
金
額
に
係
る
特
例
損
失
金
額
が
平
成
二
十
四
年
以
後
の
各
年

に
お
い
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
附
則
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
平
成

二
十
三
年
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
特
例
損
失
金
額
が
生
じ
た
年
に
」
と
す
る
。



三
頁

５

そ
の
年
に
お
い
て
生
じ
た
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
損
失
の
金
額
の
う
ち
に
特
例
損
失
金
額
と
他
の
損

失
金
額
（
特
例
損
失
金
額
以
外
の
同
号
に
規
定
す
る
損
失
の
金
額
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
が
あ
る
場
合
に
お

け
る
そ
の
年
に
お
い
て
生
じ
た
雑
損
失
の
金
額
は
、
特
例
損
失
金
額
か
ら
順
次
成
る
も
の
と
す
る
。

６

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
雑
損
失
の
金
額
の
う
ち
に
特
例
損
失
金
額
に
係
る
も
の
と
他
の
損
失
金
額
に
係
る
も
の
（
以
下

こ
の
項
及
び
附
則
第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
「
他
の
雑
損
失
金
額
」
と
い
う
。
）
と
が
あ
る
と
き
は
、
法
第
三
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
に
つ
い
て
は
、
当
該
他
の
雑
損
失
金
額
か
ら
順
次
控
除
す
る
。

７

法
附
則
第
四
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
支
出
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
四
十
八
条
の
六
の
二
第
一

項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
支
出
の
う
ち
法
附
則
第
四
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
申
告
書
（
市
町
村
長
が
当
該

申
告
書
に
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る

と
認
め
る
場
合
は
、
市
町
村
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
た
時
後
に
提
出
さ
れ
た
法
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
若
し

く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
法
第
三
百
十
七
条
の
三
第
一
項
の
確
定
申
告
書
を
含
む
。
）
又
は
前
年
分
の
所
得
税

に
係
る
震
災
特
例
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
修
正
申
告
書
若
し
く
は
更
正
請
求
書
）
の
提
出
の
日
の
前
日
ま
で
に
し
た

も
の
と
す
る
。



四
頁

８

法
附
則
第
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
第
四

十
八
条
の
六
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
前
年
中
に
お
け
る
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
二
十
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
」
と
す
る
。

９

第
七
条
の
十
三
の
四
の
規
定
は
、
法
附
則
第
四
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
例
損
失
金
額
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第

三
項
に
お
い
て
「
特
例
損
失
金
額
」
と
い
う
。
）
を
計
算
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

法
附
則
第
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
の
同
項
の
規
定
に
よ
り
適

10
用
さ
れ
る
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
た
金
額
に
係
る
特
例
損
失
金
額
が
平
成
二
十
四
年
以
後

の
各
年
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
附
則
第
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

「
平
成
二
十
三
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
特
例
損
失
金
額
が
生
じ
た
年
」
と
す
る
。

そ
の
年
に
お
い
て
生
じ
た
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
損
失
の
金
額
の
う
ち
に
特
例
損
失
金
額
と

11
他
の
損
失
金
額
（
特
例
損
失
金
額
以
外
の
同
号
に
規
定
す
る
損
失
の
金
額
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
が
あ
る
場

合
に
お
け
る
そ
の
年
に
お
い
て
生
じ
た
雑
損
失
の
金
額
は
、
特
例
損
失
金
額
か
ら
順
次
成
る
も
の
と
す
る
。

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
雑
損
失
の
金
額
の
う
ち
に
特
例
損
失
金
額
に
係
る
も
の
と
他
の
損
失
金
額
に
係
る
も
の
（
以
下

12



五
頁

こ
の
項
及
び
附
則
第
二
十
六
条
第
六
項
に
お
い
て
「
他
の
雑
損
失
金
額
」
と
い
う
。
）
と
が
あ
る
と
き
は
、
法
第
三
百
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
に
つ
い
て
は
、
当
該
他
の
雑
損
失
金
額
か
ら
順
次
控
除
す
る
。

第
二
十
五
条

道
府
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
法
附
則
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
お
い

て
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
控
除
さ
れ
た
金
額
に
係
る
特
例
損
失
金
額
の
う
ち
に
そ
の
者
と
生
計
を

一
に
す
る
第
七
条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
親
族
の
有
す
る
法
附
則
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
産
に
つ
い
て
受

け
た
損
失
の
金
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
親
族
資
産
損
失
額
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
親
族
資

産
損
失
額
は
、
当
該
親
族
の
平
成
二
十
四
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
平
成
二
十
三
年
に
お
い
て
生
じ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

２

法
附
則
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
道
府
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
の
同
項
の
規
定
に
よ
り
適

用
さ
れ
る
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
た
金
額
に
係
る
親
族
資
産
損
失
額
が
平
成
二
十
四
年
以
後
の
各

年
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
平
成
二
十
三
年
」
と
あ
る

の
は
、
「
当
該
親
族
資
産
損
失
額
が
生
じ
た
年
」
と
す
る
。

３

市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
法
附
則
第
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第



六
頁

三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
控
除
さ
れ
た
金
額
に
係
る
特
例
損
失
金
額
の
う
ち
に
そ
の
者
と
生
計
を
一

に
す
る
第
四
十
八
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
親
族
の
有
す
る
法
附
則
第
四
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
資
産
に
つ
い
て
受

け
た
損
失
の
金
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
親
族
資
産
損
失
額
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
親
族
資

産
損
失
額
は
、
当
該
親
族
の
平
成
二
十
四
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
市
町
村
民
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
平
成
二
十
三
年
に
お
い
て
生
じ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

４

法
附
則
第
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
の
同
項
の
規
定
に
よ
り
適

用
さ
れ
る
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
た
金
額
に
係
る
親
族
資
産
損
失
額
が
平
成
二
十
四
年
以

後
の
各
年
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
平
成
二
十
三
年
」

と
あ
る
の
は
、
「
当
該
親
族
資
産
損
失
額
が
生
じ
た
年
」
と
す
る
。

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
雑
損
失
の
繰
越
控
除
の
特
例
）

第
二
十
六
条

法
附
則
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
第
七
条
の
九

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
前
年
前
三
年
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
年
前
五
年
間
」
と
す

る
。



七
頁

２

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
有
す
る
他
の
雑
損
失
金
額
又
は
次
条
第
三
項
に
規
定
す
る
他
の

純
損
失
金
額
の
生
じ
た
年
が
そ
の
者
の
有
す
る
特
定
雑
損
失
金
額
（
法
附
則
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
雑
損
失

金
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
生
じ
た
年
又
は
そ
の
翌
年
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
他
の
雑

損
失
金
額
又
は
当
該
他
の
純
損
失
金
額
は
当
該
特
定
雑
損
失
金
額
よ
り
も
前
の
年
に
生
じ
た
も
の
と
し
て
、
第
七
条
の
九
の

規
定
を
適
用
す
る
。

３

法
附
則
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
附
則
第
四
条
及
び
第
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
附
則
第
四
条
第
六
項
及
び
第
四
条
の
二
第
五
項
中
「
若
し
く
は
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
九
項
（
法

附
則
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と

、
「
前
年
前
三
年
間
」
と
あ
る
の
は
「
前
年
前
五
年
間
」
と
す
る
。

４

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
有
す
る
法
附
則
第
四
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
四
条
の
二
第
一

項
第
二
号
に
規
定
す
る
通
算
後
譲
渡
損
失
の
金
額
の
生
じ
た
年
が
そ
の
者
の
有
す
る
特
定
雑
損
失
金
額
の
生
じ
た
年
又
は
そ

の
翌
年
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
通
算
後
譲
渡
損
失
の
金
額
は
当
該
特
定
雑
損
失
金
額
よ
り
も
前
の
年
に
生
じ
た
も
の
と
し
て

、
附
則
第
四
条
及
び
第
四
条
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
。



八
頁

５

法
附
則
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
百
十
三
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
第
四
十
八
条
の
三
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
前
年
前
三
年
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
年
前
五
年
間
」
と
す
る
。

６

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
有
す
る
他
の
雑
損
失
金
額
又
は
次
条
第
八
項
に
規
定
す
る
他
の

純
損
失
金
額
の
生
じ
た
年
が
そ
の
者
の
有
す
る
特
定
雑
損
失
金
額
（
法
附
則
第
四
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
雑
損
失

金
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
生
じ
た
年
又
は
そ
の
翌
年
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
他
の
雑

損
失
金
額
又
は
当
該
他
の
純
損
失
金
額
は
当
該
特
定
雑
損
失
金
額
よ
り
も
前
の
年
に
生
じ
た
も
の
と
し
て
、
第
四
十
八
条
の

三
の
規
定
を
適
用
す
る
。

７

法
附
則
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
附
則
第
四
条
及
び
第
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
附
則
第
四
条
第
十
四
項
及
び
第
四
条
の
二
第
十
三
項
中
「
若
し
く
は
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
九
項

（
法
附
則
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

」
と
、
「
前
年
前
三
年
間
」
と
あ
る
の
は
「
前
年
前
五
年
間
」
と
す
る
。

８

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
有
す
る
法
附
則
第
四
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
四
条
の
二
第
一

項
第
二
号
に
規
定
す
る
通
算
後
譲
渡
損
失
の
金
額
の
生
じ
た
年
が
そ
の
者
の
有
す
る
特
定
雑
損
失
金
額
の
生
じ
た
年
又
は
そ



九
頁

の
翌
年
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
通
算
後
譲
渡
損
失
の
金
額
は
当
該
特
定
雑
損
失
金
額
よ
り
も
前
の
年
に
生
じ
た
も
の
と
し
て

、
附
則
第
四
条
及
び
第
四
条
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
純
損
失
の
繰
越
控
除
の
特
例
）

第
二
十
七
条

法
附
則
第
四
十
四
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
産
の
区
分
に

応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一

固
定
資
産
（
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
固
定
資
産
を
い
う
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

東

日
本
大
震
災
（
法
附
則
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
東
日
本
大
震
災
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
損
失
が
生
じ

た
日
に
そ
の
資
産
の
譲
渡
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
し
て
同
法
第
三
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合

に
そ
の
資
産
の
取
得
費
と
さ
れ
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額

二

繰
延
資
産
（
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
二
十
号
に
規
定
す
る
繰
延
資
産
を
い
う
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

そ

の
繰
延
資
産
の
額
か
ら
そ
の
償
却
費
と
し
て
同
法
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
り
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
損
失
が
生
じ
た
日
の

属
す
る
年
の
前
年
以
前
の
各
年
分
の
不
動
産
所
得
の
金
額
、
事
業
所
得
の
金
額
又
は
山
林
所
得
の
金
額
の
計
算
上
必
要
経

費
に
算
入
さ
れ
る
金
額
の
累
積
額
を
控
除
し
た
金
額



一
〇
頁

２

法
附
則
第
四
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
第
七

条
の
九
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
前
年
前
三
年
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
年
前
五
年
間

」
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
有
す
る
他
の
純
損
失
金
額
（
法
附
則
第
四
十
四
条
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
平
成
二
十
三
年
純
損
失
金
額
、
被
災
純
損
失
金
額
及
び
平
成
二
十
三
年
特
定
純
損
失
金
額
（
以
下

こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
特
例
対
象
純
損
失
金
額
」
と
い
う
。
）
以
外
の
純
損
失
の
金
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
又
は
附
則
第
二
十
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
他
の
雑
損
失
金
額
の
生
じ
た
年
が
そ
の
者
の
有
す
る
特
例
対

象
純
損
失
金
額
の
生
じ
た
年
又
は
そ
の
翌
年
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
他
の
純
損
失
金
額
又
は
当
該
他
の
雑
損
失
金
額
は
当
該

特
例
対
象
純
損
失
金
額
よ
り
も
前
の
年
に
生
じ
た
も
の
と
し
て
、
第
七
条
の
九
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４

法
附
則
第
四
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
附
則
第
四
条
及
び
第
四
条
の
二
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
四
条
第
六
項
及
び
第
四
条
の
二
第
五
項
中
「
若
し
く
は
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し

く
は
第
九
項
（
法
附
則
第
四
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
前
年
前
三
年
間
」
と
あ
る
の
は
「
前
年
前
五
年
間
」
と
す
る
。



一
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５

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
有
す
る
法
附
則
第
四
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
四
条
の
二
第
一

項
第
二
号
に
規
定
す
る
通
算
後
譲
渡
損
失
の
金
額
の
生
じ
た
年
が
そ
の
者
の
有
す
る
特
例
対
象
純
損
失
金
額
の
生
じ
た
年
又

は
そ
の
翌
年
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
通
算
後
譲
渡
損
失
の
金
額
は
当
該
特
例
対
象
純
損
失
金
額
よ
り
も
前
の
年
に
生
じ
た
も

の
と
し
て
、
附
則
第
四
条
及
び
第
四
条
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
。

６

法
附
則
第
四
十
四
条
第
四
項
各
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
産
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一

固
定
資
産

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
損
失
が
生
じ
た
日
に
そ
の
資
産
の
譲
渡
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
し
て
所
得
税
法
第

三
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
そ
の
資
産
の
取
得
費
と
さ
れ
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額

二

繰
延
資
産

そ
の
繰
延
資
産
の
額
か
ら
そ
の
償
却
費
と
し
て
所
得
税
法
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
り
東
日
本
大
震
災
に
よ

る
損
失
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
以
前
の
各
年
分
の
不
動
産
所
得
の
金
額
、
事
業
所
得
の
金
額
又
は
山
林
所
得
の

金
額
の
計
算
上
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
る
金
額
の
累
積
額
を
控
除
し
た
金
額

７

法
附
則
第
四
十
四
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
百
十
三
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
第

四
十
八
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
前
年
前
三
年
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
年
前



一
二
頁

五
年
間
」
と
す
る
。

８

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
有
す
る
他
の
純
損
失
金
額
（
法
附
則
第
四
十
四
条
第
四
項
か
ら

第
六
項
ま
で
に
規
定
す
る
平
成
二
十
三
年
純
損
失
金
額
、
被
災
純
損
失
金
額
及
び
平
成
二
十
三
年
特
定
純
損
失
金
額
（
以
下

こ
の
項
及
び
第
十
項
に
お
い
て
「
特
例
対
象
純
損
失
金
額
」
と
い
う
。
）
以
外
の
純
損
失
の
金
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
又
は
附
則
第
二
十
四
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
他
の
雑
損
失
金
額
の
生
じ
た
年
が
そ
の
者
の
有
す
る
特
例

対
象
純
損
失
金
額
の
生
じ
た
年
又
は
そ
の
翌
年
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
他
の
純
損
失
金
額
又
は
当
該
他
の
雑
損
失
金
額
は
当

該
特
例
対
象
純
損
失
金
額
よ
り
も
前
の
年
に
生
じ
た
も
の
と
し
て
、
第
四
十
八
条
の
三
の
規
定
を
適
用
す
る
。

９

法
附
則
第
四
十
四
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
附
則
第
四
条
及
び
第
四
条
の
二
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
四
条
第
十
四
項
及
び
第
四
条
の
二
第
十
三
項
中
「
若
し
く
は
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「

若
し
く
は
第
九
項
（
法
附
則
第
四
十
四
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
前
年
前
三
年
間
」
と
あ
る
の
は
「
前
年
前
五
年
間
」
と
す
る
。

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
有
す
る
法
附
則
第
四
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
四
条
の
二
第
一

10
項
第
二
号
に
規
定
す
る
通
算
後
譲
渡
損
失
の
金
額
の
生
じ
た
年
が
そ
の
者
の
有
す
る
特
例
対
象
純
損
失
金
額
の
生
じ
た
年
又



一
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頁

は
そ
の
翌
年
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
通
算
後
譲
渡
損
失
の
金
額
は
当
該
特
例
対
象
純
損
失
金
額
よ
り
も
前
の
年
に
生
じ
た
も

の
と
し
て
、
附
則
第
四
条
及
び
第
四
条
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
財
産
形
成
住
宅
貯
蓄
等
の
利
子
等
に
係
る
利
子
割
の
額
の
還
付
の
手
続
）

第
二
十
八
条

法
附
則
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
つ
て
同
条
に
規
定
す
る
徴
収
さ
れ
た
利
子
割
の
額
の
還
付
を
請
求
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
に
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て

、
こ
れ
を
同
条
に
規
定
す
る
営
業
所
等
所
在
地
の
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
道
府
県
知

事
に
お
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一

請
求
者
の
氏
名
及
び
住
所

二

請
求
者
の
租
税
特
別
措
置
法
第
四
条
の
二
第
一
項
又
は
第
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
先
の
名
称
及
び
所
在
地

三

当
該
徴
収
さ
れ
た
利
子
割
に
係
る
法
第
二
十
四
条
第
八
項
に
規
定
す
る
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所
在
地

四

当
該
徴
収
さ
れ
た
利
子
割
の
額
及
び
そ
の
徴
収
の
年
月
日

五

震
災
特
例
法
附
則
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
実
が
東
日
本
大
震
災
に
よ
つ
て
被
害
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
生
じ

た
こ
と
に
つ
い
て
の
事
情
の
詳
細



一
四
頁

六

銀
行
又
は
郵
便
局
株
式
会
社
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
郵
便
局
（
郵
政
民
営
化
法
第
九
十
四
条
に
規
定
す
る
郵
便

貯
金
銀
行
を
銀
行
法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
所
属
銀
行
と
す
る
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
銀
行
代
理
業
を
営
む

郵
便
局
株
式
会
社
の
営
業
所
と
し
て
当
該
銀
行
代
理
業
の
業
務
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
還
付
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
当
該
銀
行
又
は
郵
便
局
の
名
称
及
び
所
在
地

七

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
法
人
の
事
業
税
の
特
例
）

第
二
十
九
条

第
二
十
一
条
の
規
定
は
、
震
災
特
例
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
つ
て
法
人
税
の
還
付
を
受
け
た
法
人
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
開
始
し
た
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
開
始
し
た
事
業
年
度

（
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
）

第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
を
含
む
。
）
」
と
、
「
生
じ
た
欠
損
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
東
日
本
大
震
災
の
被

災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
繰
戻
対
象
震
災
損
失
金
額
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
繰
戻
対
象
震
災
損
失
金
額
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
法
人
税
法
第
八
十
条
（
同
法
第
百
四
十
五
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
」
と
、
「
同
法
第
五
十
七
条
第
一
項
本
文
（
」
と
あ
る
の
は
「



一
五
頁

法
人
税
法
第
五
十
七
条
第
一
項
本
文
又
は
第
五
十
八
条
第
一
項
本
文
（
」
と
、
「
同
法
第
五
十
七
条
第
一
項
本
文
の
規
定
」

と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
規
定
」
と
、
「
そ
の
欠
損
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
繰
戻
対
象
震
災
損
失
金
額
」
と
、
「
欠
損

金
額
又
は
個
別
欠
損
金
額
に
相
当
す
る
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
繰
戻
対
象
震
災
損
失
金
額
に
相
当
す
る
金
額
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
個
人
の
事
業
税
の
損
失
の
繰
越
控
除
の
特
例
）

第
三
十
条

法
附
則
第
五
十
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
そ
の
者
の
そ
の
年
に
お
け
る
個
人
の
事

業
の
所
得
の
計
算
上
生
じ
た
損
失
の
金
額
の
う
ち
、
そ
の
年
に
お
い
て
生
じ
た
同
号
に
規
定
す
る
被
災
事
業
用
資
産
震
災
損

失
合
計
額
に
達
す
る
ま
で
の
金
額
と
す
る
。

２

法
附
則
第
五
十
条
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
そ
の
者
の
平
成
二
十
三
年
に
お
け
る
個
人
の
事

業
の
所
得
の
計
算
上
生
じ
た
損
失
の
金
額
の
う
ち
、
同
年
に
お
い
て
生
じ
た
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
八
第
七
項
に
規
定

す
る
被
災
事
業
用
資
産
の
損
失
の
金
額
に
達
す
る
ま
で
の
金
額
と
す
る
。

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
不
動
産
取
得
税
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
者
の
範
囲
）

第
三
十
一
条

法
附
則
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。



一
六
頁

一

被
災
家
屋
（
法
附
則
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
災
家
屋
を
い
う
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
有
者

二

前
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
相
続
人
を
含
む
。
）
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
者
に
つ
い
て
相
続

が
あ
つ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
者
の
相
続
人

三

第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
分

割
承
継
法
人
を
含
む
。
）
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
合

併
に
係
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
当
該
法
人
が
分
割
に
よ
り
被
災
家
屋
に

係
る
事
業
を
承
継
さ
せ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
分
割
に
係
る
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
三
に
規
定
す
る
分
割
承
継
法

人

２

法
附
則
第
五
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

従
前
の
土
地
（
法
附
則
第
五
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
従
前
の
土
地
を
い
う
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
有

者
二

前
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
相
続
人
を
含
む
。
）
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
者
に
つ
い
て
相
続

が
あ
つ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
者
の
相
続
人



一
七
頁

三

第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
分

割
承
継
法
人
を
含
む
。
）
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
合

併
に
係
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
当
該
法
人
が
分
割
に
よ
り
従
前
の
土
地

に
係
る
事
業
を
承
継
さ
せ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
分
割
に
係
る
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
三
に
規
定
す
る
分
割
承
継

法
人

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
自
動
車
取
得
税
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
者
の
範
囲
等
）

第
三
十
二
条

法
附
則
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

被
災
自
動
車
（
法
附
則
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
災
自
動
車
を
い
う
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
有

者
（
法
第
百
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
買
主
）

二

前
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
相
続
人
を
含
む
。
）
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
者
に
つ
い
て
相
続

が
あ
つ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
者
の
相
続
人

三

第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
分

割
承
継
法
人
を
含
む
。
）
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
合



一
八
頁

併
に
係
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
当
該
法
人
が
分
割
に
よ
り
被
災
自
動
車

に
係
る
事
業
を
承
継
さ
せ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
分
割
に
係
る
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
三
に
規
定
す
る
分
割
承
継

法
人

２

前
項
に
規
定
す
る
者
が
法
附
則
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
総
務
省
令
で
定
め

る
書
類
を
同
項
に
規
定
す
る
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
被
災
住
宅
用
地
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
被
災
住
宅

用
地
等
の
範
囲
等
）

第
三
十
三
条

法
附
則
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

平
成
二
十
三
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
け
る
法
附
則
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
災
住
宅
用
地
（
以
下
第
四

項
ま
で
、
第
七
項
、
第
九
項
及
び
第
十
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
に
お
い
て
「
被
災
住
宅
用
地
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者

二

平
成
二
十
三
年
一
月
二
日
か
ら
同
年
三
月
十
日
ま
で
の
間
に
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
又
は
一
部
を
取
得
し
た
者

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
り
相
続
に
よ
つ
て
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
又
は
一
部
を
取
得
し
た
者
を
含

む
。
）
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
後
に
そ
の
者
に
つ
い
て
の
相
続
に
よ
り
そ
の
者
が



一
九
頁

所
有
し
て
い
た
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
又
は
一
部
を
取
得
し
た
者

四

第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
後
に
そ
の
者
か
ら
被

災
住
宅
用
地
の
全
部
又
は
一
部
を
取
得
し
た
そ
の
者
の
三
親
等
内
の
親
族
（
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

五

第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
り
合
併
又
は
分
割
に
よ
つ
て
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
又
は
一

部
を
取
得
し
た
者
を
含
む
。
）
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
後
に
当
該
法
人
を
そ
の
当

事
者
と
す
る
合
併
又
は
分
割
に
よ
り
当
該
法
人
が
所
有
し
て
い
た
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
又
は
一
部
を
取
得
し
た
法
人

２

法
附
則
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
住
宅
用
地
と
み
な
さ
れ
た
土
地
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
法
附
則
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
百

四
十
九
条
の
三
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
用
地
と
み
な
さ
れ
た
土
地
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
住
宅
用
地
と
み
な
さ

れ
た
土
地
」
と
い
う
。
）
の
面
積
に
当
該
住
宅
用
地
と
み
な
さ
れ
た
土
地
に
係
る
被
災
住
宅
用
地
の
う
ち
平
成
二
十
三
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
も
の
の
面
積
の
当
該
被
災
住

宅
用
地
の
面
積
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
面
積
に
相
当
す
る
土
地
と
す
る
。

３

法
附
則
第
五
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。



二
〇
頁

一

平
成
二
十
三
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て
被
災
住
宅
用
地
を
所
有
し
、
又
は
そ
の
共
有
持
分
を
有
し
て
い
た
者

二

平
成
二
十
三
年
一
月
二
日
か
ら
同
年
三
月
十
日
ま
で
の
間
に
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
又
は
被
災
住
宅
用

地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
共
有
持
分
を
取
得
し
た
者

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
り
相
続
に
よ
つ
て
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
又
は
被
災
住
宅

用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
共
有
持
分
を
取
得
し
た
者
を
含
む
。
）
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
平
成
二
十
三
年
三

月
十
一
日
以
後
に
そ
の
者
に
つ
い
て
の
相
続
に
よ
り
そ
の
者
が
所
有
し
、
又
は
共
有
持
分
を
有
し
て
い
た
被
災
住
宅
用
地

の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
そ
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
取
得
し
、
又
は
そ
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
共
有
持
分
を
取

得
し
た
者

四

第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
後
に
そ
の
者
か
ら
被

災
住
宅
用
地
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
そ
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
取
得
し
、
又
は
そ
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
共

有
持
分
を
取
得
し
た
そ
の
者
の
三
親
等
内
の
親
族
（
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

五

第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
り
合
併
又
は
分
割
に
よ
つ
て
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く

は
一
部
又
は
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
共
有
持
分
を
取
得
し
た
者
を
含
む
。
）
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お



二
一
頁

い
て
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
後
に
当
該
法
人
を
そ
の
当
事
者
と
す
る
合
併
又
は
分
割
に
よ
り
当
該
法
人
が
所
有
し

、
又
は
共
有
持
分
を
有
し
て
い
た
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
そ
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
取
得
し
、

又
は
そ
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
共
有
持
分
を
取
得
し
た
法
人

４

法
附
則
第
五
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
又
は
一
部
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
土
地
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
土
地
と
す
る
。

一

法
附
則
第
五
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
被
災
共
用
土
地
又
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
被
災
共
用
土
地
（
次
号

及
び
次
項
に
お
い
て
「
被
災
共
用
土
地
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
土
地
以
外
の
土
地

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ

、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
土
地

イ

前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
従
前
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
が
平

成
二
十
三
年
三
月
十
日
に
お
い
て
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
共
有
持
分
を
有
し
て
お
り
、
か
つ
、
当

該
従
前
所
有
者
等
又
は
当
該
従
前
所
有
者
等
に
係
る
前
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
号
及
び

次
項
に
お
い
て
「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
が
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
三
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
係
る
賦
課

期
日
に
お
い
て
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
又
は
一
部
を
所
有
し
て
い
る
場
合

そ
の
所
有
し
て
い
る
当
該
被
災
住
宅



二
二
頁

用
地
の
全
部
又
は
一
部
（
そ
の
所
有
し
て
い
る
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
又
は
一
部
の
面
積
が
当
該
従
前
所
有
者
等

が
平
成
二
十
三
年
三
月
十
日
に
お
い
て
共
有
持
分
を
有
し
て
い
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
又
は
一
部
に
係
る
当
該

共
有
持
分
の
割
合
に
応
ず
る
被
災
住
宅
用
地
の
面
積
（
相
続
人
等
が
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
又
は
一
部
を
所
有
し

て
い
る
場
合
に
は
、
前
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
当
該
相
続
人
等
が
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地

の
一
部
の
面
積
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
当
該
相
続
人
等
が
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部

に
係
る
共
有
持
分
の
割
合
に
応
ず
る
被
災
住
宅
用
地
の
面
積
の
う
ち
、
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
）
を
超
え
る
場
合
は

、
当
該
面
積
に
相
当
す
る
土
地
）

ロ

従
前
所
有
者
等
が
平
成
二
十
三
年
三
月
十
日
に
お
い
て
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
又
は
一
部
を
所
有
し
て
お
り
、
か
つ

、
当
該
従
前
所
有
者
等
又
は
相
続
人
等
が
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
三
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
係
る
賦
課
期
日

に
お
い
て
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
共
有
持
分
を
有
し
て
い
る
場
合

従
前
所
有
者
等
又
は
各

相
続
人
等
が
共
有
持
分
を
有
し
て
い
る
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
又
は
一
部
に
係
る
当
該
共
有
持
分
の
割
合
に
応
ず

る
被
災
住
宅
用
地
の
面
積
（
当
該
面
積
が
当
該
従
前
所
有
者
等
が
平
成
二
十
三
年
三
月
十
日
に
お
い
て
所
有
し
て
い
た

当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
又
は
一
部
の
面
積
（
相
続
人
等
が
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
共
有



二
三
頁

持
分
を
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
前
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
当
該
相
続
人
等
が
取
得
し
た
当
該
被

災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
面
積
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
当
該
相
続
人
等
が
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅

用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
係
る
共
有
持
分
の
割
合
に
応
ず
る
被
災
住
宅
用
地
の
面
積
の
う
ち
、
総
務
省
令
で
定
め

る
も
の
）
を
超
え
る
場
合
は
、
当
該
面
積
）
の
合
計
に
相
当
す
る
土
地

ハ

従
前
所
有
者
等
が
平
成
二
十
三
年
三
月
十
日
に
お
い
て
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
共
有
持
分
を
有

し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
従
前
所
有
者
等
又
は
相
続
人
等
が
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
三
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度

に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
共
有
持
分
を
有
し
て
い
る
場
合

各
従

前
所
有
者
等
又
は
各
相
続
人
等
が
共
有
持
分
を
有
し
て
い
る
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
又
は
一
部
に
係
る
当
該
共
有

持
分
の
割
合
に
応
ず
る
被
災
住
宅
用
地
の
面
積
（
当
該
面
積
が
当
該
従
前
所
有
者
等
が
平
成
二
十
三
年
三
月
十
日
に
お

い
て
共
有
持
分
を
有
し
て
い
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
又
は
一
部
に
係
る
当
該
共
有
持
分
の
割
合
に
応
ず
る
被
災

住
宅
用
地
の
面
積
（
相
続
人
等
が
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
共
有
持
分
を
有
し
て
い
る
場
合
に

は
、
前
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
当
該
相
続
人
等
が
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く

は
一
部
の
面
積
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
当
該
相
続
人
等
が
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部



二
四
頁

に
係
る
共
有
持
分
の
割
合
に
応
ず
る
被
災
住
宅
用
地
の
面
積
の
う
ち
、
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
）
を
超
え
る
場
合
は

、
当
該
面
積
）
の
合
計
に
相
当
す
る
土
地

二

被
災
共
用
土
地
等
で
あ
る
土
地

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所
有
家
屋
（
法
附
則
第
五
十

六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
被
災
区
分
所
有
家
屋
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
次
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分

及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
当
該
被
災
区
分
所
有
家
屋
に
係
る
居
住
部
分
に
相
当
す
る
部
分
の
割
合
の
区
分
に
応
じ
、
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
当
該
土
地
の
面
積
（
当
該
面
積
が
当
該
被
災
区
分
所
有
家
屋
の
床
面
積
の
十
倍
の
面
積
を
超
え

る
場
合
に
は
、
当
該
十
倍
の
面
積
）
に
乗
じ
て
得
た
面
積
に
相
当
す
る
土
地
（
当
該
被
災
区
分
所
有
家
屋
に
係
る
居
住
部

分
に
相
当
す
る
部
分
の
割
合
が
四
分
の
一
未
満
で
あ
る
被
災
区
分
所
有
家
屋
に
係
る
土
地
を
除
く
。
）

被
災
区
分
所
有
家
屋

被
災
区
分
所
有
家
屋
に
係
る
居
住
部
分
に
相
当
す
る
部
分
の

率

割
合

イ

ロ
に
掲
げ
る
被
災
区
分
所
有

四
分
の
一
以
上
二
分
の
一
未
満

〇
・
五

家
屋
以
外
の
被
災
区
分
所
有

二
分
の
一
以
上

一
・
〇

家
屋



二
五
頁

ロ

地
上
階
数
五
以
上
を
有
す
る

四
分
の
一
以
上
二
分
の
一
未
満

〇
・
五

耐
火
建
築
物
で
あ
つ
た
被
災

二
分
の
一
以
上
四
分
の
三
未
満

〇
・
七
五

区
分
所
有
家
屋

四
分
の
三
以
上

一
・
〇

５

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
被
災
区
分
所
有
家
屋
に
係
る
居
住
部
分
に
相
当
す
る
部
分
の
割
合
と
は
、
平
成
二
十
四
年
度
か

ら
平
成
三
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て
平
成
二
十
三
年
三
月
十
日
に
お
い
て
有
し
て
い
た
被
災
共

用
土
地
等
に
係
る
共
有
持
分
を
引
き
続
き
有
し
て
い
る
従
前
所
有
者
等
（
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
三
十
三
年
度
ま
で
の

各
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て
第
三
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
取
得
し
た
被
災
共
用
土
地
等
に
係
る

共
有
持
分
を
引
き
続
き
有
し
て
い
る
相
続
人
等
に
係
る
従
前
所
有
者
等
を
含
む
。
）
が
平
成
二
十
三
年
三
月
十
日
に
お
い
て

所
有
し
て
い
た
被
災
区
分
所
有
家
屋
の
専
有
部
分
（
第
七
項
に
お
い
て
「
特
定
専
有
部
分
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
平
成
二

十
三
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
（
別
荘
（
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
別
荘
を

い
う
。
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
用
に
供
す
る
部
分
を
除
く
。
）
で
あ
つ
た
部
分
の
床
面
積
の
合
計
の
当
該
被
災
区
分

所
有
家
屋
の
床
面
積
に
対
す
る
割
合
を
い
う
。

６

第
五
十
二
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
は
、
第
四
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合



二
六
頁

に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
三
十
三
条
第
四
項
第
二
号
」
と
、
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「

同
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

７

法
附
則
第
五
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
百
四
十

九
条
の
三
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
住
宅
用
地
と
み
な
さ
れ
た
土
地
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

土
地
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
土
地
と
す
る
。

一

第
四
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
土
地

法
附
則
第
五
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
用
地
と
み
な
さ
れ
た
土
地
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

住
宅
用
地
と
み
な
さ
れ
た
土
地
」
と
い
う
。
）
の
面
積
に
当
該
住
宅
用
地
と
み
な
さ
れ
た
土
地
に
係
る
被
災
住
宅
用
地
の

う
ち
平
成
二
十
三
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
も

の
の
面
積
の
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
面
積
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
面
積
に
相
当
す
る
土
地

二

第
四
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
土
地

次
に
掲
げ
る
土
地
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
土
地

イ

住
宅
用
地
と
み
な
さ
れ
た
土
地
で
そ
の
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の

当
該
住
宅
用
地
と
み
な
さ

れ
た
土
地



二
七
頁

ロ

住
宅
用
地
と
み
な
さ
れ
た
土
地
で
そ
の
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

当
該
住
宅
用
地
と
み
な
さ
れ

た
土
地
の
面
積
を
当
該
住
宅
用
地
と
み
な
さ
れ
た
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所
有
家
屋
の
特
定
専
有
部
分
に
存
し
た
住
居

で
そ
の
全
部
が
別
荘
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
住
居
以
外
の
住
居
の
数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
例
適
用
住
居
数
」

と
い
う
。
）
で
除
し
て
得
た
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
住
宅
用
地
と
み
な
さ
れ

た
土
地
、
当
該
除
し
て
得
た
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
あ
つ
て
は
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
に
当
該
特

例
適
用
住
居
数
を
乗
じ
て
得
た
面
積
に
相
当
す
る
土
地

８

前
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
住
居
数
の
認
定
そ
の
他
同
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。

９

法
附
則
第
五
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
住
宅
用
地
と
み
な
さ
れ
た
土
地
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、

法
附
則
第
五
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
百
四
十
九
条
の

三
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
用
地
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
住
宅
用
地
」
と
い
う
。
）
と
み
な
さ
れ
た
土
地
に
対
応

す
る
従
前
の
土
地
の
う
ち
の
被
災
住
宅
用
地
が
法
附
則
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
住
宅
用
地
と
み
な
さ
れ
る
と
し

た
な
ら
ば
同
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る



二
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こ
と
と
な
る
土
地
に
相
当
す
る
土
地
と
す
る
。

前
項
の
規
定
は
、
法
附
則
第
五
十
六
条
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

10
、
前
項
中
「
附
則
第
五
十
六
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
五
十
六
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
」
と

、
「
被
災
住
宅
用
地
が
法
附
則
第
五
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則
第
五
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
被
災

住
宅
用
地
が
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

11
一

法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
項
に
規
定
す
る
被
災
住
宅
用
地
の
所
有
者
（
当
該
土
地
が
共
有
物
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の

持
分
を
有
す
る
者
を
含
む
。
）

二

前
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
相
続
人
を
含
む
。
）
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
者
に
つ
い
て
相
続

が
あ
つ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
者
の
相
続
人

三

個
人
で
あ
る
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
従
前
土
地
所
有
者
」
と
い
う
。
）
の
三
親
等
内
の
親
族

で
、
法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
項
に
規
定
す
る
取
得
さ
れ
た
土
地
（
次
項
に
お
い
て
「
代
替
土
地
」
と
い
う
。
）
の
上
に

新
築
さ
れ
る
家
屋
に
当
該
従
前
土
地
所
有
者
と
同
居
す
る
予
定
で
あ
る
と
市
町
村
長
が
認
め
る
者



二
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四

第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
分

割
承
継
法
人
を
含
む
。
）
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
合

併
に
係
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
当
該
法
人
が
分
割
に
よ
り
被
災
住
宅
用

地
に
係
る
事
業
を
承
継
さ
せ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
分
割
に
係
る
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
三
に
規
定
す
る
分
割
承

継
法
人

法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
代
替
土
地
の
区
分
に
応
じ
、
当

12
該
各
号
に
定
め
る
土
地
と
す
る
。

一

共
有
物
で
あ
る
土
地
以
外
の
土
地

従
前
土
地
所
有
者
（
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
又
は
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま

で
に
掲
げ
る
者
に
係
る
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
有
し
て
い
た
被
災
住
宅
用
地
の

面
積
（
当
該
被
災
住
宅
用
地
が
共
有
物
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
持
分
の
割
合
に
応
ず
る
被
災
住
宅
用
地
の
面
積

と
し
、
代
替
土
地
の
面
積
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
代
替
土
地
の
面
積
と
す
る
。
）
に
相
当
す
る
土
地

二

共
有
物
で
あ
る
土
地

前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
有
し
て
い
る
持
分
の
割
合
に
応
ず
る
代
替
土
地
の
面
積
（
従
前
土
地

所
有
者
が
有
し
て
い
た
被
災
住
宅
用
地
の
面
積
（
当
該
被
災
住
宅
用
地
が
共
有
物
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
従
前
土
地
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所
有
者
が
有
し
て
い
た
持
分
の
割
合
に
応
ず
る
被
災
住
宅
用
地
の
面
積
）
を
超
え
る
場
合
は
、
当
該
面
積
）
の
合
計
に
相

当
す
る
土
地

法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
の
二
第
二
項
に
規
定
す

13
る
住
宅
用
地
と
み
な
さ
れ
た
土
地
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
百

四
十
九
条
の
三
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
用
地
と
み
な
さ
れ
た
土
地
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
住
宅
用
地
と
み
な
さ

れ
た
土
地
」
と
い
う
。
）
の
面
積
に
当
該
住
宅
用
地
と
み
な
さ
れ
た
土
地
に
係
る
被
災
住
宅
用
地
の
う
ち
平
成
二
十
三
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
も
の
の
面
積
の
当
該
被
災
住

宅
用
地
の
面
積
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
面
積
に
相
当
す
る
土
地
と
す
る
。

法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

14
一

法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
家
屋
（
第
四
号
、
次
項
及
び
第
十
六
項
に
お
い

て
「
被
災
家
屋
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者
（
当
該
家
屋
が
共
有
物
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
持
分
を
有
す
る
者
を
含
む
。
）

二

前
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
相
続
人
を
含
む
。
）
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
者
に
つ
い
て
相
続

が
あ
つ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
者
の
相
続
人
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三

法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
取
得
さ
れ
、
又
は
改
築
さ
れ
た
家
屋
に
個
人
で
あ
る
第
一
号
に
掲
げ
る
者

と
同
居
す
る
そ
の
者
の
三
親
等
内
の
親
族

四

第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
分

割
承
継
法
人
を
含
む
。
）
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
合

併
に
係
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
当
該
法
人
が
分
割
に
よ
り
被
災
家
屋
に

係
る
事
業
を
承
継
さ
せ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
分
割
に
係
る
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
三
に
規
定
す
る
分
割
承
継
法

人法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
家
屋

15
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

区
分
所
有
に
係
る
家
屋
及
び
共
有
物
で
あ
る
家
屋
以
外
の
家
屋

当
該
家
屋
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
例
適
用
家

屋
」
と
い
う
。
）
に
係
る
固
定
資
産
税
額
（
特
例
適
用
家
屋
が
法
附
則
第
十
五
条
の
六
か
ら
第
十
五
条
の
九
ま
で
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
家
屋
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
後
の
額
）
又
は
都
市
計
画
税
額
に
、
被
災
家
屋
の
床
面

積
（
当
該
被
災
家
屋
が
区
分
所
有
に
係
る
家
屋
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
所
有
し
て
い
た
当
該
被
災
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家
屋
の
専
有
部
分
の
床
面
積
と
し
、
当
該
被
災
家
屋
が
共
有
物
で
あ
る
と
き
は
、
同
号
に
掲
げ
る
者
が
有
し
て
い
た
当
該

被
災
家
屋
に
係
る
持
分
の
割
合
を
当
該
被
災
家
屋
の
床
面
積
に
乗
じ
て
得
た
面
積
と
す
る
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
当
該
特
例
適
用
家
屋
の
床
面
積
で
除
し
て
得
た
数
値
（
当
該
数
値
が
一
を
超
え
る
場
合
は
、
一
）
を
そ
れ
ぞ

れ
乗
じ
て
得
た
額

二

区
分
所
有
に
係
る
家
屋

当
該
家
屋
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
例
適
用
家
屋
」
と
い
う
。
）
の
専
有
部
分
に
係
る

区
分
所
有
者
が
法
第
三
百
五
十
二
条
又
は
第
七
百
二
条
の
八
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
る
義
務
を
負
う
も
の
と
さ
れ
る
固
定

資
産
税
額
（
特
例
適
用
家
屋
が
法
附
則
第
十
五
条
の
六
か
ら
第
十
五
条
の
九
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
家
屋
で
あ
り

、
か
つ
、
当
該
専
有
部
分
が
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
部
分
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
後
に
当
該

区
分
所
有
者
が
納
付
す
る
義
務
を
負
う
も
の
と
さ
れ
る
額
）
又
は
都
市
計
画
税
額
に
、
被
災
家
屋
の
床
面
積
を
当
該
特
例

適
用
家
屋
の
専
有
部
分
の
床
面
積
で
除
し
て
得
た
数
値
（
当
該
数
値
が
一
を
超
え
る
場
合
は
、
一
）
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て

得
た
額

三

共
有
物
で
あ
る
家
屋

当
該
家
屋
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
例
適
用
家
屋
」
と
い
う
。
）
に
係
る
固
定
資
産
税
額

（
特
例
適
用
家
屋
が
法
附
則
第
十
五
条
の
六
か
ら
第
十
五
条
の
九
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
家
屋
で
あ
る
と
き
は
、
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こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
後
の
額
）
又
は
都
市
計
画
税
額
に
、
被
災
家
屋
の
床
面
積
（
当
該
被
災
家
屋
の
床
面
積
が
前
項
各

号
に
掲
げ
る
者
が
そ
れ
ぞ
れ
有
し
て
い
る
特
例
適
用
家
屋
に
係
る
持
分
の
割
合
を
当
該
特
例
適
用
家
屋
の
床
面
積
に
乗
じ

て
得
た
面
積
を
超
え
る
場
合
は
、
当
該
面
積
）
を
当
該
特
例
適
用
家
屋
の
床
面
積
で
除
し
て
得
た
数
値
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ

て
得
た
額

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
被
災
家
屋
で
区
分
所
有
に
係
る
家
屋
で
あ
る
も
の
又
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
家
屋
に
共

16
用
部
分
が
あ
る
と
き
の
同
項
の
床
面
積
等
の
算
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。

法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

17
一

法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
償
却
資
産
（
次
号
、
第
四
号
及
び
第
十
九
項
に

お
い
て
「
被
災
償
却
資
産
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者
（
当
該
償
却
資
産
が
共
有
物
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
持
分
を
有
す

る
者
を
含
む
。
）

二

被
災
償
却
資
産
が
法
第
三
百
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
共
有
物
と
み
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当

該
被
災
償
却
資
産
の
買
主

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
相
続
人
を
含
む
。
）
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
者
に
つ
い
て
相
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続
が
あ
つ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
者
の
相
続
人

四

第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た

法
人
又
は
分
割
承
継
法
人
を
含
む
。
）
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
に
お

け
る
そ
の
合
併
に
係
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
当
該
法
人
が
分
割
に
よ
り

被
災
償
却
資
産
に
係
る
事
業
を
承
継
さ
せ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
分
割
に
係
る
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
三
に
規
定

す
る
分
割
承
継
法
人

法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
区
域
は
、
東
日
本
大
震
災
に
際
し
災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ

18
た
市
町
村
の
区
域
（
東
京
都
の
区
域
を
除
く
。
）
と
す
る
。

法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
部
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

19
各
号
に
定
め
る
部
分
と
す
る
。

一

被
災
償
却
資
産
が
共
有
物
で
あ
る
場
合
（
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

第
十
七
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
有

し
て
い
た
被
災
償
却
資
産
に
係
る
持
分
の
割
合
に
よ
つ
て
法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
取
得
さ
れ
、
又
は

改
良
さ
れ
た
償
却
資
産
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
代
替
償
却
資
産
」
と
い
う
。
）
の
共
有
持
分
を
有
し
て
い
る
と
し
た



三
五
頁

場
合
の
代
替
償
却
資
産
に
係
る
持
分
の
割
合
に
応
ず
る
部
分

二

代
替
償
却
資
産
が
共
有
物
で
あ
る
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

第
十
七
項
各
号
に
掲
げ
る
者
（
次
号
に

お
い
て
「
特
例
対
象
者
」
と
い
う
。
）
が
有
し
て
い
る
代
替
償
却
資
産
に
係
る
持
分
の
割
合
の
合
計
に
応
ず
る
部
分

三

被
災
償
却
資
産
及
び
代
替
償
却
資
産
が
い
ず
れ
も
共
有
物
で
あ
る
場
合

各
特
例
対
象
者
が
有
し
て
い
る
代
替
償
却
資

産
に
係
る
持
分
の
割
合
（
当
該
持
分
の
割
合
が
第
十
七
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
有
し
て
い
た
被
災
償
却
資
産
に
係
る
持

分
の
割
合
を
超
え
る
場
合
は
、
被
災
償
却
資
産
に
係
る
持
分
の
割
合
）
の
合
計
に
応
ず
る
部
分

第
十
一
項
、
第
十
四
項
又
は
第
十
七
項
に
規
定
す
る
者
が
法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
の
適

20
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
こ
れ
ら
の
項
に
規
定
す
る
市
町
村
長
（
法
第
三
百
八
十
九

条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
償
却
資
産
に
あ
つ
て
は
、
当
該
償
却
資
産
の
価
格
等
を
決
定
す
る
総
務
大
臣
又
は
道
府
県
知
事

）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。

21
（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
軽
自
動
車
税
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
者
の
範
囲
等
）

第
三
十
四
条

法
附
則
第
五
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。



三
六
頁

一

被
災
二
輪
自
動
車
等
（
法
附
則
第
五
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
被
災
二
輪
自
動
車
等
を
い
う
。
第
三
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
所
有
者
（
法
第
四
百
四
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
買
主
）

二

前
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
相
続
人
を
含
む
。
）
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
者
に
つ
い
て
相
続

が
あ
つ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
者
の
相
続
人

三

第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
分

割
承
継
法
人
を
含
む
。
）
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
合

併
に
係
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
当
該
法
人
が
分
割
に
よ
り
被
災
二
輪
自

動
車
等
に
係
る
事
業
を
承
継
さ
せ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
分
割
に
係
る
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
三
に
規
定
す
る
分

割
承
継
法
人

２

法
附
則
第
五
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

被
災
小
型
特
殊
自
動
車
（
法
附
則
第
五
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
被
災
小
型
特
殊
自
動
車
を
い
う
。
第
三
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
所
有
者
（
法
第
四
百
四
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
買
主
）

二

前
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
相
続
人
を
含
む
。
）
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
者
に
つ
い
て
相
続
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が
あ
つ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
者
の
相
続
人

三

第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
こ
の
号
に
規
定
す
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
分

割
承
継
法
人
を
含
む
。
）
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
合

併
に
係
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
当
該
法
人
が
分
割
に
よ
り
被
災
小
型
特

殊
自
動
車
に
係
る
事
業
を
承
継
さ
せ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
分
割
に
係
る
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
三
に
規
定
す
る

分
割
承
継
法
人

３

附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
前
二
項
に
規
定
す
る
者
が
法
附
則
第
五
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
こ
れ
ら
の
項
に
規
定
す
る
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



三
八
頁

理

由

地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
東
日
本
大
震
災
に
係
る
個
人
住
民
税
、
不
動
産
取
得
税
、
自
動
車
取

得
税
、
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
等
の
課
税
の
特
例
措
置
に
関
す
る
細
目
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


